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近
世
前
期
、
後
水
尾
院
歌
壇
に
お
い
て
、
そ
の
存
在
感
を
示
し
た
人

物
に
飛
鳥
井
雅
章
が
い
る
。
雅
章
は
、
慶
長
十
六
年
（
一
六
一
一
）
に

雅ま
さ

庸つ
ね

の
四
男
と
し
て
出
生
し
た
。
初
名
は
、
雅
昭
。
父
雅
庸
は
雅
章
が

六
歳
の
時
に
薨
去
し
、
雅
章
は
兄
雅ま

さ

宣つ
ら

の
猶
子
と
し
て
、
後
に
家
督
を

継
い
だ
。
雅
庸
は
蹴
鞠
道
に
秀
で
、
後
水
尾
院
の
蹴
鞠
道
師
範
で
も
あ
っ

た
が
、
雅
章
も
ま
た
後
水
尾
院
歌
壇
の
も
と
蹴
鞠
と
和
歌
を
能
く
し
た
。

明
暦
三
年
（
一
六
五
七
）
二
月
に
後
水
尾
院
よ
り
古
今
伝
受
を
授
か
っ

た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
北
村
季
吟
な
ど
の

門
弟
を
抱
え
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
。
寛
文
元
年
（
一
六
六
一
）
か
ら

同
十
一
年
の
十
年
間
に
わ
た
り
武
家
伝
奏
を
務
め
、
延
宝
五
年
（
一
六

七
七
）
に
従
一
位
に
叙
せ
ら
れ
た
。

こ
の
雅
章
を
始
め
と
す
る
堂
上
歌
人
達
と
後
水
尾
院
と
の
活
動
に
つ

い
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
様
々
に
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た（

（

（
注

。
一
方
で
、
後

水
尾
院
に
よ
る
宮
廷
文
化
再
興
の
背
景
と
そ
の
意
義
を
考
え
る
う
え
で

は
、
院
を
取
り
巻
く
天
皇
家
の
人
々
の
文
化
的
営
為
も
軽
視
で
き
な
い

で
あ
ろ
う
。

例
え
ば
、
宮
内
庁
書
陵
部
に
蔵
さ
れ
る
『
飛
鳥
井
雅
親
卿
口
伝
』
は
、

此
書
者
、
飛
鳥
井
雅
章
卿
之
東
福
門
院
江
被
進
献
候
書
也（

（

（
注

。

と
本
奥
書
に
あ
る
よ
う
に
、
外
題
に
「
雅
親
卿
」
と
あ
る
の
は
後
人
に

よ
る
誤
り
で
あ
り
、
雅
章
が
後
水
尾
院
の
后
で
あ
る
東
福
門
院
（
一
六

〇
七－

一
六
七
八
）
の
所
望
を
受
け
、
短
冊
や
懐
紙
の
認
め
方
な
ど
の

歌
会
作
法
に
つ
い
て
簡
略
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
内
閣
文
庫
と
早
稲
田
大
学
と
に
蔵
さ
れ
る
『
飛
鳥
井
家
懐
紙

之
法
』（

（

（
注

の
奥
書
に
は
、 日

高

愛

子

飛
鳥
井
雅
章
の
歌
会
作
法
書
に
み
る
後
水
尾
院
周
辺
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寛
文
三
年
五
月
十
五
日　

藤
原
雅
章
書
之

右
之
一
巻
者
、
飛
鳥
井
雅
章
卿
、
依
知
門
主
尊
光
法
親
王
之
御
懇

望
、
調
進
之
書
也
。
尤
不
可
出
宮
中
之
御
事
也
。

	

寛
文
四
年
十
月
下
旬　
　
武
田
散
位
信
俊
判

と
あ
り
、
寛
文
三
年
（
一
六
六
三
）
五
月
十
五
日
に
、
雅
章
は
後
水
尾

院
の
皇
子
で
あ
る
尊
光
法
親
王
（
一
六
四
五－

一
六
八
〇
）
の
懇
望
に

よ
っ
て
懐
紙
・
短
冊
の
作
法
書
を
調
進
し
て
い
る
。

い
ず
れ
も
後
水
尾
院
の
周
辺
で
、
歌
道
家
相
伝
の
作
法
書
を
用
い
て

短
冊
や
懐
紙
の
認
め
方
な
ど
の
歌
会
作
法
を
学
び
、
和
歌
を
嗜
ん
で
い

た
様
子
を
物
語
る
資
料
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
こ
の
雅
章
に
よ
る
歌
会
作
法
書
二
種
を
繙
き
な
が
ら
、

東
福
門
院
及
び
尊
光
法
親
王
と
歌
道
家
で
あ
る
雅
章
と
の
関
わ
り
を
明

ら
か
に
し
、
後
水
尾
院
周
辺
の
宮
廷
文
化
の
在
り
方
に
つ
い
て
考
え
る
。

一
、
雅
章
と
東
福
門
院

雅
章
の
歌
会
作
法
書
に
つ
い
て
具
体
的
に
見
て
い
く
前
に
、
雅
章
と

東
福
門
院
と
の
接
点
に
つ
い
て
先
ず
触
れ
て
お
き
た
い
。

東
福
門
院
は
、
江
戸
幕
府
第
二
代
将
軍
徳
川
秀
忠
（
一
五
七
九－

一

六
三
二
）
の
五
女
と
し
て
江
戸
に
生
ま
れ
た
。
名
は
和ま

さ

子
。
誕
生
し
て

間
も
な
い
頃
か
ら
祖
父
家
康
に
よ
っ
て
入
内
が
画
策
さ
れ
、
元
和
六
年

（
一
六
二
〇
）
に
後
水
尾
天
皇
に
入
内
。
寛
永
元
年
（
一
六
二
四
）
に
中

宮
と
な
り
、
同
六
年
の
天
皇
譲
位
に
伴
い
、
女
院
と
な
っ
た（

（

（
注

。
夫
で
あ

る
後
水
尾
院
の
影
響
を
大
い
に
受
け
た
と
み
え
、
女
院
御
所
に
お
け
る

歌
会
も
度
々
催
さ
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、
寛
永
七
年
（
一
六
三
〇
）
二
月
八
日
に
は
女
院
御
所
に
て

和
歌
御
会
始
が
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
後
水
尾
天
皇
実
録
』
同
十
年

九
月
六
日
条
に
は
、

寛
永
十
年
九
月
五
日
、
甲
午
、
晴
。
昨
日
之
時
分
、
国
母
様
へ
伺

公
申
候
。
先
、
烏
丸
亜
相
へ
立
寄
申
候
所
に
、
飛
鳥
井
黄
門

0

0

0

0

0

来
臨

に
候
。
明
日
、
於
国
母
様
七
夜
之
御
祝
儀
に
和
歌
御
会
、
防
州
内
々

被
催
候
条
、
…�

（
資
勝
卿
記
）

と
あ
り
、
皇
女
菊
宮
の
誕
生
を
祝
う
和
歌
御
会
が
催
さ
れ
た
ほ
か
、
同

月
二
十
日
に
も
女
院
御
所
に
お
い
て
和
歌
御
会
が
催
さ
れ
、
百
首
題
を

詠
じ
て
い
る
。
そ
の
様
子
は
、『
編
年
史
料
』
同
十
年
九
月
二
十
日
条

に
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

九
月
廿
日
、
今
日
当
御
所
に
て
歌
の
御
会
あ
り
。
但
、
御
当
座
也
。

百
首
題
に
て
候
。
御
参
の
衆
、
二
条
殿
・
伏
見
殿
・
高
松
殿
・
八
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て
お
き
た
い
記
述
が
あ
る
。

寛
永
十
年
九
月
五
日
、
甲
午
、
晴
。
昨
日
之
時
分
、
国
母
様
へ
伺

公
申
候
。
…
次
御
振
舞
候
て
、
以
後
鞠
始
り
申
候
。
飛
鳥
井
中
将

0

0

0

0

0

殿0

、
広
橋
弁
殿
、
院
之
衆
右
京
殿
三
人
町
の
者
三
人
、
安
田
飛
鳥

青
侍
也
。
…
院
に
も
御
忍
に
て
御
見
物
之
由
也
。
鞠
過
て
各
退
出

候
也
。�

（
資
勝
卿
記
）

	

和
歌
御
会
の
催
さ
れ
る
前
日
の
九
月
五
日
に
、
東
福
門
院
の
菊
宮
出

産
を
祝
う
蹴
鞠
会
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
示
す
記
事
で
あ
る
が
、
こ
こ
に

も
雅
章
の
名
が
参
会
者
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
和
歌
御

会
と
併
せ
て
蹴
鞠
会
が
催
さ
れ
る
こ
と
か
ら
は
、
蹴
鞠
と
和
歌
と
が
い

か
に
密
接
な
関
わ
り
に
あ
っ
た
か
が
察
せ
ら
れ
よ
う
が
、
こ
こ
で
は
東

福
門
院
に
ま
つ
わ
る
宮
廷
行
事
に
雅
章
が
重
要
な
役
と
し
て
関
わ
っ
て

い
た
事
実
を
確
認
す
る
に
留
め
て
お
く
。

二
、
東
福
門
院
の
和
歌
へ
の
関
心
と
歌
会
作
法
書
の
相
伝

前
節
で
は
、
雅
章
と
東
福
門
院
と
の
和
歌
や
蹴
鞠
を
通
し
た
関
係
に

つ
い
て
述
べ
た
。
次
に
、
東
福
門
院
が
雅
章
へ
所
望
し
授
か
っ
た
『
飛

鳥
井
雅
親
卿
口
伝
』
に
つ
い
て
具
体
的
に
見
て
い
き
た
い
。

条
殿
・
九
条
右
大
将
殿
、
是
は
御
対
面
上
段
の
間
に
て
候
。
北
の

方
に
て
候
。
南
の
方
に
は
、
鷹
司
太
閤
・
三
条
前
内
府
・
西
園
寺

前
内
府
、
此
三
人
に
て
候
。
其
外
、
大
中
納
言
・
宰
相
・
三
位
・

頭
中
将
・
頭
弁
迄
は
次
の
間
一
列
也
。
殿
上
人
衆
は
右
の
座
敷
の

次
の
衆
通
に
畳
を
敷
、
二
行
に
並
申
候
。
上
下
六
十
に
人
あ
り
。

此
外
、
所
労
の
衆
は
宿
に
て
哥
御
よ
み
候
て
被
上
候
。
午
下
刻
に

初
る
。
院
様
、
先
日
の
ご
と
く
、
上
段
翠
簾
の
内
へ
御
忍
に
て
被

為
成
候
。
御
硯
の
蓋
に
、
う
ち
く
も
り
の
短
冊
、
い
つ
も
の
ご
と

く
た
ゝ
み
、
す
べ
て
題
は
飛
鳥
井
中
将
被
書
候

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
…
清
書
済
候
て
、

面
々
短
冊

0

0

、
飛
鳥
井
へ
取
渡
候
て
取
揃
へ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
硯
の
蓋
に
被
並
候
。

�

（
大
内
日
記
）

	

右
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
こ
の
と
き
雅
章
（
飛
鳥
井
中
将
）
は
題
者
を

務
め
、
参
会
者
の
中
で
も
と
り
わ
け
重
要
な
立
場
に
あ
っ
た
。
ち
な
み

に
、
こ
の
寛
永
十
年
九
月
二
十
日
の
和
歌
御
会
の
記
録
は
、
内
閣
文
庫

蔵
『
賜
蘆
拾
葉
』
中
に
「
東
福
門
院
百
首
」
と
し
て
残
さ
れ
て
お
り
、

雅
章
も
「
春
雨
」
の
題
で
次
の
よ
う
な
一
首
を
詠
じ
て
い
る
。

折
ふ
し
の
軒
の
雫
に
し
ら
れ
け
り
降
と
は
見
え
ぬ
春
雨
の
そ
ら

	

ま
た
、
九
月
六
日
の
和
歌
御
会
前
日
の
行
事
記
録
に
も
些
か
注
目
し
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『
飛
鳥
井
雅
親
卿
口
伝
』
は
、
懐
紙
と
短
冊
の
書
き
様
や
認
め
方
に
つ

い
て
の
三
十
一
条
か
ら
成
る
。
稿
者
は
先
に
、
こ
の
外
題
に
「
雅
親
卿
」

と
あ
る
の
は
後
人
に
よ
る
誤
り
で
あ
る
と
述
べ
、
そ
の
根
拠
と
し
て
、

此
書
者
、
飛
鳥
井
雅
章
卿
之
東
福
門
院
江
被
進
献
候
書
也
。

と
い
う
本
奥
書
が
存
す
る
こ
と
を
示
し
た
。
加
え
て
、
第
二
の
根
拠
と

し
て
、元

和
二
年

九
月
十
三
日
天
神
宝
示  

当
座

と
い
う
記
述
が
本
文
中
に
確
認
で
き
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
元
和
二

年
（
一
六
一
六
）
は
、
後
水
尾
天
皇
の
時
代
で
あ
る
。
雅
章
が
六
歳
の

頃
に
あ
た
り
、
雅
親
（
一
四
一
六－

一
四
九
〇
）
の
口
伝
と
し
て
は
明

ら
か
に
不
審
で
、
誤
り
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

但
し
、
そ
の
内
容
は
、

一
、
懐
紙
一
首
の
題
の
哥
な
ら
ば
、
三
行
三
字
、
二
首
題
の
哥
二

行
七
字
に
可
書
。
但
、
飛
鳥
井
家
斗
、
三
行
五
字
、
二
行
五
字
に

書
な
り
。

の
如
く
、
飛
鳥
井
家
に
代
々
伝
わ
っ
て
き
た
作
法
に
ま
つ
わ
る
も
の
と

考
え
て
よ
く
、
雅
親
の
口
伝
等
が
そ
の
源
流
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
ま

た
確
か
で
あ
ろ
う（

（

（
注

。
一
方
で
、「
元
和
二
年
」
と
い
う
相
伝
時
期
に
比
較

的
近
い
時
代
の
歌
会
を
事
例
と
し
て
挙
げ
る
の
は
、
代
々
家
に
伝
わ
る

歌
会
作
法
の
内
容
を
各
々
の
時
代
に
適
応
さ
せ
る
こ
と
で
、
よ
り
実
用

性
を
持
た
せ
な
が
ら
受
者
に
理
解
さ
せ
る
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

受
者
や
所
望
に
応
じ
て
作
法
内
容
を
選
択
し
伝
え
た
こ
と
は
そ
れ
以

外
に
も
窺
え
る
。
例
え
ば
、

一
、
女
房
の
た
ん
ざ
く
は
、
題
あ
り
と
も
下
の
句
の
字
頭
を
さ
げ

て
か
く
な
り
。
も
と
よ
り
無
題
は
下
の
句
さ
ぐ
る
事
、
勿
論
也
。

一
、
女
房
の
懐
紙
の
事
や
う
、
季
書
を
も
、
題
を
も
、
主
が
名
を

も
、
か
ゝ
ぬ
も
の
也
。
哥
ば
か
り
を
ち
ら
し
が
き
に
書
べ
し
。

と
い
う
よ
う
な
、
女
房
の
短
冊
・
懐
紙
に
関
す
る
作
法
の
記
述
か
ら
も
、

本
書
が
東
福
門
院
に
授
け
ら
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
、
相
応
の
配
慮
を

も
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
こ
と
が
想
像
で
き
る
。
そ
の
こ
と
は
、

一
、
女
房
懐
紙
ち
ら
し
書
の
様
体

　
　
　
　
　
　

か
め
の
を
の
や
ま
の
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い
は
ね
を
と
め
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

お
つ
る

　
　
　
　
　
　

滝
の
し
ら
玉

　
　
　
　
　
　
　
　
　

千
代
の
か
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

か
も

と
い
う
女
房
の
懐
紙
の
散
ら
し
書
き
の
作
法
を
述
べ
て
巻
末
を
締
め
括

る
構
成
か
ら
も
看
取
さ
れ
よ
う
。
ま
た
、
右
の
作
法
に
先
立
ち
、

一
、
披
講
を
二
条
家
に
は
甲
乙
と
す
る
也
。
冷
泉
家
に
は
乙
甲
と

す
る
な
り
。

と
あ
り
、
歌
会
で
の
披
講
に
つ
い
て
記
す
と
と
も
に
、

一
、
大
内
に
て
昔
は
三
曲
の
御
会
と
て
詩
哥
琴
の
三
捧
、
清
涼
殿

に
て
有
之
。
今
は
詩
を
講
ず
る
も
の
無
之
故
に
歌
と
琴
と
ば
か
り

あ
り
。
清
涼
殿
に
て
此
御
会
あ
れ
ば
、
天
下
兵
乱
あ
り
と
て
、
今

は
別
殿
に
て
あ
り
。

と
し
て
、
御
所
に
お
け
る
和
歌
御
会
に
関
し
て
触
れ
て
い
る
。
恐
ら
く

雅
章
は
相
伝
相
手
が
東
福
門
院
で
あ
る
こ
と
を
念
頭
に
置
き
、
東
福
門

院
を
中
心
に
据
え
た
女
院
御
所
で
の
歌
会
を
想
定
し
て
作
法
内
容
を
相

伝
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
東
福
門
院
側
の
求
め
で
も
あ
っ
た
に
違
い

な
い
。

た
だ
、
こ
の
相
伝
が
い
つ
頃
な
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
書
中
に
記
載

も
な
く
、
定
か
で
は
な
い
。
東
福
門
院
が
和
歌
関
連
の
書
を
所
望
し
た

例
と
し
て
は
、
他
に
『
集
外
三
十
六
歌
仙
』
が
挙
げ
ら
れ
る
。『
集
外
三

十
六
歌
仙
』
は
中
世
か
ら
近
世
初
期
ま
で
の
地
下
歌
人
三
十
六
人
の
歌

を
集
め
、
絵
を
施
し
た
も
の
だ
が
、
そ
の
歌
部
分
は
東
福
門
院
の
求
め

に
よ
る
後
水
尾
院
の
宸
筆
が
元
に
な
っ
て
い
る（

（

（
注

。
名
古
屋
大
学
神
宮
皇

学
館
文
庫
蔵
本
（
外
題
は
『
嘉か

世せ

舞ん

』）
の
本
奥
書
に
は
、

右
歌
仙
者
、
依
東
福
門
院
御
懇
望
、
為
被
慰
染
震（

宸
）翰

者
也
。

	

寛
文
五
年
二
月
上
旬　

交
野
内
匠
頭
写
之（

（

（
注

。

と
あ
り
、
寛
文
五
年
（
一
六
六
五
）
以
前
に
東
福
門
院
が
和
歌
関
連
の

書
を
求
め
て
い
た
様
子
が
窺
え
る
。

こ
の
ほ
か
、『
後
水
尾
天
皇
実
録
』
寛
永
五
年
（
一
六
二
八
）
八
月
十

日
条
に
は
、

寛
永
五
年
八
月
十
日
、
戊
戌
、
雨
降
。
申
刻
斗
に
中
宮
様
よ
り
色

紙
四
枚
・
短
尺
二
枚
清
書
仕
候
て
、
上
可
申
候
由
、
梅
小
路
よ
り
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申
来
候
也
。

廿
二
日
、
庚
戌
、
晴
。
午
刻
、
少
間
村
雨
仕
て
晴
、
中
宮
様
よ
り

歌
仙
三
枚
之
内
、
一
枚
は
大
な
る
押
絵
、
長
三
尺
斗
に
て
、
て
い

の
し
た
え
梅
あ
り
。
僧
正
遍
昭
二
枚
は
小
さ
き
押
絵
、
公
忠
能
宣

朝
臣
、
又
色
紙
一
枚
、
以
梅
小
路
被
仰
出
候
也
。

廿
三
日
、
辛
亥
、
晴
。
中
宮
様
よ
り
被
仰
出
候
歌
仙
三
枚
、
清
書

候
て
上
申
候
。
色
紙
一
枚
は
書
損
候
て
、
直
申
候
故
、
上
不
申
候
。

廿
四
日
、
壬
子
、
晴
。
中
宮
様
被
仰
出
候
色
紙
一
枚
、
清
書
候
て

上
申
候
。�

（
資
勝
卿
記
）

と
あ
り
、
日
野
資す

け

勝か
つ

（
一
五
七
七－

一
六
三
九
）
に
対
し
、
三
十
六
歌

仙
の
和
歌
を
色
紙
に
清
書
す
る
よ
う
東
福
門
院
（
中
宮
）
か
ら
所
望
の

あ
っ
た
様
子
が
細
か
に
記
さ
れ
て
い
る（

（

（
注

。
こ
の
年
、
東
福
門
院
は
二
十

二
歳
。
皇
子
出
産
を
控
え
な
が
ら
後
水
尾
天
皇
の
譲
位
の
意
思
を
徳
川

家
光
ら
に
内
々
に
伝
え
る
な
ど
し
た
時
期
で
あ
っ
た
。
翌
六
年
十
一
月

八
日
に
天
皇
が
譲
位
す
る
と
、
そ
の
翌
日
に
東
福
門
院
も
院
号
宣
下
と

な
っ
た
。
東
福
門
院
に
と
っ
て
も
安
穏
と
で
き
た
時
期
の
よ
う
に
は
思

わ
れ
な
い
が
、
和
歌
関
連
の
書
を
所
望
す
る
様
子
が
こ
の
頃
か
ら
既
に

見
ら
れ
る
こ
と
は
、
東
福
門
院
の
和
歌
に
対
す
る
関
心
の
高
さ
を
示
す

と
と
も
に
、
東
福
門
院
の
も
と
で
書
や
色
紙
を
蒐
集
し
よ
う
と
す
る
動

き
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
推
察
さ
れ
る（

（

（
注

。

ま
た
、
既
述
の
雅
章
か
ら
尊
光
法
親
王
へ
授
け
ら
れ
た
『
飛
鳥
井
家

懐
紙
之
法
』
の
巻
末
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

一
、
団
扇
、
其
外
、
花
が
た
の
色
紙
に
は
、
常
の
う
た
を
か
く
べ

き
に
あ
ら
ず
。
建
武
二
年
艶
書
合
の
料
に
は
じ
め
て
弁
の
め
の
と

調
進
あ
る
を
、
こ
と
や
う
の
事
に
お
ぼ
し
て
、
な
が
く
其
料
に
な

り
侍
れ
ば
、
常
の
う
た
書
べ
き
事
、
比
興
の
義
た
る
べ
し
。
色
紙

0

0

形
の
う
た

0

0

0

0

、
短
冊
の
う
た
の
書
や
う

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
先
年
捧
げ
ま
い
ら
せ
候
椒

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

房
抄
に
く
は
し
く
侍
れ
ば

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
も
ら
し
侍
る

0

0

0

0

0

也
。

	

寛
文
三
年
五
月
十
五
日　

藤
原
雅
章
書之

	

「
椒
房
」
が
皇
后
や
女
院
御
所
を
意
味
す
る
語
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え

る
な
ら
ば
、「
椒
房
抄
」
は
皇
后
も
し
く
は
女
院
に
授
け
た
書
の
意
と
解

せ
る
。
す
る
と
こ
れ
は
、
雅
章
が
東
福
門
院
へ
献
上
し
た
先
の
『
飛
鳥

井
雅
親
卿
口
伝
』
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
色
紙

や
短
冊
へ
の
歌
の
書
き
様
に
関
し
て
は
、
以
前
東
福
門
院
へ
献
上
し
た

書
に
詳
し
く
記
し
て
い
る
た
め
、
今
回
尊
光
法
親
王
に
作
法
書
を
捧
げ

る
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
内
容
に
つ
い
て
省
略
し
た
、
と
い
う
こ

と
な
の
で
あ
ろ
う
。

確
か
に
、
雅
章
が
東
福
門
院
へ
献
上
し
た
『
飛
鳥
井
雅
親
卿
口
伝
』
は
、
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一
、
短
冊
か
き
や
う
、
上
の
も
じ
を
書
て
、
下
の
五
文
字
に
て
筆

を
そ
め
、
又
、
下
の
七
文
字
に
て
墨
を
染
な
り
。
但
、
あ
ま
り
墨

く
ろ
に
な
ら
ざ
る
や
う
に
筆
を
そ
む
べ
き
な
り
。
名
乗
に
て
、
又
、

筆
を
そ
む
る
な
り
。

と
い
う
記
述
か
ら
始
ま
り
、
短
冊
の
書
き
様
や
扱
い
方
に
関
す
る
内
容

が
大
半
を
占
め
て
い
る
。
但
し
、『
飛
鳥
井
雅
親
卿
口
伝
』
の
残
り
の
紙

面
は
懐
紙
作
法
に
関
す
る
内
容
に
費
や
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
色
紙

の
認
め
方
に
つ
い
て
は
、
或
い
は
こ
れ
と
は
別
に
相
伝
さ
れ
た
も
の
が

あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
推
測
が
当
た
っ

て
い
る
と
す
れ
ば
、『
飛
鳥
井
雅
親
卿
口
伝
』
が
東
福
門
院
へ
伝
え
ら
れ

た
の
は
、
雅
章
が
尊
光
法
親
王
へ
『
飛
鳥
井
家
懐
紙
之
法
』
を
調
進
し

た
寛
文
三
年
よ
り
数
年
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

三
、
尊
光
法
親
王
へ
の
歌
会
作
法
書
の
相
伝

さ
て
、
こ
こ
ま
で
雅
章
が
東
福
門
院
へ
献
上
し
た
作
法
書
と
そ
の
周

辺
記
録
か
ら
窺
え
る
様
相
に
つ
い
て
述
べ
た
。
続
い
て
、
雅
章
が
東
福

門
院
へ
の
作
法
相
伝
の
後
に
尊
光
法
親
王
へ
調
進
し
た
『
飛
鳥
井
家
懐

紙
之
法
』
に
つ
い
て
繙
い
て
み
た
い
。

『
飛
鳥
井
家
懐
紙
之
法
』
の
冒
頭
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

	

懐
紙
之
法

一
、
懐
紙
の
仕
立
は
家
〳
〵
の
調
進
、
或
は
里
亭
の
調
法

0

0

0

0

0

、
大
概

お
な
じ
き
に
て
、
い
さ
ゝ
か
の
か
は
り
め
侍
る
事
に
て
候
へ
共
、

　
　

 

に
御
習
可
被
成
と
の
義
、
岩
波
少
進
武
田
散
位
介
を
も
つ
て

仰
せ
蒙
り
候
へ
ば
、
憚
を
か
へ
り
み
ず
、
調
進
を
ゆ
り
侍
る
也
。
…

	

こ
れ
は
、
巻
末
に
、

右
之
一
巻
、
飛
鳥
井
雅
章
卿
、
依
知
門
主
尊
光
法
親
王
之
御
懇
望
、

調
進
之
書
也
。
尤
不
可
出
宮
中
之
御
事
也
。

	

寛
文
四
年
十
月
下
旬　
　
武
田
散
位
信
俊
判

と
あ
る
の
と
符
合
す
る
。
但
し
、
寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）
の
元
書
写

奥
書
に
あ
る
「
武
田
散
位
信
俊
」
に
つ
い
て
は
疑
問
が
残
る
。
こ
の
「
武

田
散
位
信
俊
」
が
も
し
武
田
信
玄
の
甥
川
窪
信
俊
（
一
五
六
四－

一
六

三
九
）
の
こ
と
を
い
う
の
だ
と
す
れ
ば
、
信
俊
の
没
年
と
書
写
年
と
に

整
合
性
が
な
い
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
尊
光
法
親
王
の
生
年
か
ら
考
え

て
も
辻
褄
が
合
わ
ず
、
現
段
階
で
は
不
明
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

尊
光
法
親
王
は
、
後
水
尾
院
の
皇
子
で
、
正
保
二
年
（
一
六
四
五
）

に
生
ま
れ
た
。
母
は
、
四
辻
季す

え

継つ
ぐ

（
一
五
八
一－

一
六
三
九
）
の
女
継つ
ぐ

子
で
あ
る
。
幼
名
は
栄よ
し
の
み
や宮。

第
三
代
将
軍
徳
川
家
光
の
猶
子
と
な
り
、

当
家
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承
応
三
年
（
一
六
五
四
）
四
月
六
日
の
親
王
宣
下
で
良よ
し

賢か
た

の
名
を
賜
っ

た
。
明
暦
二
年
（
一
六
五
六
）
五
月
八
日
、
知
恩
院
に
入
室
、
得
度
し
、

名
を
尊
光
と
改
め
た
。

『
後
水
尾
天
皇
実
録
』
寛
文
二
年
（
一
六
六
二
）
三
月
二
十
五
日
条
に
、

尊
光
入
道
親
王

寛
文
二
年
三
月
廿
五
日　

為
修
学
関
東
下
向

�

（
諸
寺
院
上
申
、
知
恩
院
）

と
あ
る
よ
う
に
、
尊
光
法
親
王
は
、
寛
文
二
年
三
月
二
十
五
日
に
修
学

の
た
め
に
関
東
へ
赴
き
、
同
六
年
三
月
十
七
日
に
帰
洛
す
る
ま
で
の
間
、

増
上
寺
に
身
を
置
き
、
第
四
代
将
軍
徳
川
家
綱
（
一
六
四
一－

一
六
八

〇
）
ら
に
も
度
々
面
会
し
て
い
る
。
本
書
が
調
進
さ
れ
た
の
も
、
こ
の

関
東
滞
在
中
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

稿
者
の
知
り
得
る
限
り
、
尊
光
法
親
王
は
こ
れ
ま
で
殆
ど
顧
み
ら
れ

る
こ
と
の
な
か
っ
た
人
物
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
し
て
そ
の
文

事
に
か
け
て
は
特
段
に
触
れ
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
、
記
録
自
体
も
少
な

い
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
尊
光
法
親
王
が
文
芸
的
活
動
か
ら

疎
遠
で
あ
っ
た
と
断
ず
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
だ
ろ
う
。
神
宮
文
庫
蔵

『
柳
葉
和
歌
集
』
に
は
、「
知
恩
院
門
跡
」
と
し
て
尊
光
法
親
王
の
歌
も

入
集
し
、
後
水
尾
院
近
親
の
一
人
と
し
て
尊
光
法
親
王
も
ま
た
和
歌
を

嗜
ん
だ
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
『
柳
葉
和
歌
集
』
に
は
、

尊
光
法
親
王
の
ほ
か
、
守
澄
法
親
王
、
尊
証
法
親
王
な
ど
、
後
水
尾
院

の
皇
子
達
が
名
を
連
ね
、
父
院
の
影
響
を
皇
子
達
も
大
い
に
受
け
て
い

た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。

こ
こ
で
改
め
て
、『
飛
鳥
井
家
懐
紙
之
法
』
の
冒
頭
の
内
容
に
つ
い
て

押
さ
え
て
お
き
た
い
。
そ
こ
に
は
先
ず
、
懐
紙
の
認
め
方
は
「
家
〳
〵
」

す
な
わ
ち
各
々
の
歌
の
家
に
伝
わ
る
作
法
と
、「
里
亭
」
す
な
わ
ち
宮
廷

に
お
け
る
作
法
と
が
あ
り
、
僅
か
な
相
違
が
あ
る
だ
け
だ
が
、「
武
田
散

位
」
を
通
じ
て
所
望
を
受
け
た
た
め
、
飛
鳥
井
家
の
作
法
を
調
進
す
る

こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
冒
頭
部
分
で
「
里
亭
の
調
法
」
に
言

及
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
書
の
受
者
が
尊
光
法
親
王
で
あ
る
か
ら
に
ほ

か
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

本
文
は
、
以
下
の
よ
う
に
続
く
。

御
詠
草
に
置
て
は
、
親
王

0

0

・
入
法

0

0

、
及
王
卿
の
へ
だ
て

0

0

0

0

0

0

0

、
あ
な
が

ち
に
侍
ら
ず
。
も
と
よ
り
主
上
に
は
う
ち
つ
け
に
小
短
冊
に
も
も

の
し
た
ま
へ
ば
、
此
例
に
お
よ
ぶ
べ
か
ら
ず
。
親
王

0

0

・
入
法

0

0

、
及0

び
摂
関
の
た
ぐ
ひ

0

0

0

0

0

0

0

は
、
御
詠
草
二
行
一
句
に
書
し
た
ゝ
め
て
、

上タ
テ
マ
ツ
ル

の
文
字
を
は
ぶ
き
て
諱イ
ミ
ナあ
る
ひ
は
御
法
号
を
書
給
ふ
べ
き
な

り
。
…
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傍
点
を
付
し
た
よ
う
に
、
親
王
や
「
入
法
」
す
な
わ
ち
法
親
王
の
作
法

に
つ
い
て
取
り
上
げ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
尊
光
法
親
王
へ
調
進
す
る

に
い
か
に
も
相
応
し
い
。
ま
た
、

惣
而
、
懐
紙
は
三
首
ま
で
を
書
事
、
詠
草
と
お
な
じ
事
也
。
其
内

に
一
首
懐
紙
な
れ
ば
、
春
日
同
詠
若
菜
と
か
き
侍
る
也
。
二
首
三

首
に
な
れ
ば
、
春
日
同
二
首
和
歌
、
或
は
詠
三
首
和
歌
と
か
き
て
、

題
を
端
作
に
か
き
侍
ら
ず
、
一
首
づ
ゝ
の
前
に
か
き
侍
る
な
り
。
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歌ウ
タ

と
よ
む
事
に
て
侍
る
。
四
季
に
し
た
が
ふ
て
、
或
は
、
夏カ

日ジ
ツ

、
秋シ
ウ

日ジ
ツ

と
よ
む
事
也
。
同
と
い
ふ
字
は
、
各
ヲ
ノ
〳
〵の

心
に
て
、
御
会

0

0

、
或
は

里
亭
の
会

0

0

0

0

に
大
勢
通
り
題
に
て
よ
む
時
の
事
也
。

と
あ
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
先
の
東
福
門
院
へ
の
相
伝
内
容

が
女
院
御
所
で
の
歌
会
を
念
頭
に
お
い
た
も
の
で
あ
っ
た
の
と
同
様
、

尊
光
法
親
王
の
場
合
も
や
は
り
御
所
を
中
心
と
す
る
歌
会
を
想
定
し
た

作
法
の
相
伝
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

一
方
で
、「
当
家
に
御
習
可
被
成
」
と
の
尊
光
法
親
王
の
申
し
出
に
応

え
る
か
た
ち
で
、「
当
家
」
の
作
法
に
関
し
て
も
、
必
要
に
応
じ
て
書
き

留
め
て
い
る
。

王
卿
已
下

0

0

0

0

ハ
集
ノ
ワ
キ
ニ
上
と
い
ふ
字
を
細
字
に
右
の
か
た
へ
よ

せ
て
書
事
也
。
上
ノ
字
ヲ
た
て
ま
つ
る
と
よ
み
成
れ
る
、 　
　

 

に

か
ぎ
ら
ず
他
流
も
同
前
な
り
。
此
も
じ
を
か
ゝ
ぬ
は
王
卿
已
下
よ

り
は
み
る
べ
き
。
宗
匠
相
違
あ
り
て
、
僻
墨
を
加
へ
ざ
る
事
と
侍

る
也
。

	

右
は
、
天
皇
や
公
卿
以
下
は
「
上
た
て
ま
つ
る」
の
字
を
細
字
で
右
端
に
書
き
添

え
る
作
法
が
、
飛
鳥
井
家
に
限
ら
ず
、
他
流
で
も
通
用
の
作
法
で
あ
る

こ
と
を
述
べ
て
い
る
。「
宗
匠
相
違
あ
り
て
…
」
と
あ
る
の
は
、
宗
匠
家

邸
で
の
歌
会
に
お
い
て
も
臨
機
応
変
な
立
ち
居
振
る
舞
い
が
で
き
る
よ

う
に
と
の
配
慮
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
次
の
よ
う
な
も
の
も
あ
る
。

　
　

 

の
寸
法

主
上

0

0

御
製
の
御
料
は
、
図
書
寮
の
調
進
す
る
と
こ
ろ
、
横
二
寸
二

分
、
竪
壱
尺
二
寸
。

但
し
、
主
上

0

0

の
勅
望
に
よ
り
て
は
更
に
寸
法
き
は
ま
ら
ざ
る
也
。

摂
家
、
当
職
の
と
き
は
、
横
二
寸
、
竪
壱
尺
一
寸
。

王
卿
已
下

0

0

0

0

、
諸
臣
已
上
は
、
壱
寸
九
分
に
壱
尺
、
よ
の
つ
ね
の
こ

と
な
り
。
二
・
冷
の
両
家
、
や
ゝ
も
す
れ
ば
通
法
を
み
だ
さ
れ
侍

る
也
。
或
は 　
　

 

と
通
用
の
事
も
侍
る
也
。

当
家

当
家

当
家
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こ
れ
は
、
短
冊
の
寸
法
に
つ
い
て
飛
鳥
井
家
に
定
ま
る
と
こ
ろ
を
述

べ
た
も
の
で
あ
る
。「
主
上
」
す
な
わ
ち
天
皇
が
図
書
寮
で
整
え
さ
せ
る

短
冊
の
寸
法
と
と
も
に
、
先
の
例
と
同
じ
く
、「
王
卿
已
下
」
の
寸
法
を

記
し
、
飛
鳥
井
家
の
寸
法
と
二
条
・
冷
泉
両
家
の
用
い
る
短
冊
の
寸
法

と
が
時
と
し
て
違
う
場
合
の
あ
る
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
。
だ
が
、
こ

れ
ら
の
飛
鳥
井
流
作
法
は
、
尊
光
法
親
王
の
求
め
に
応
じ
て
、
謂
わ
ば

形
式
的
に
書
き
留
め
ら
れ
た
に
過
ぎ
な
い
側
面
も
あ
る
。
例
え
ば
、

懐
紙
の
調
法
は
書
し
た
ゝ
め
て
後
に
、
紙
の
お
く
を
一
折
の
半
に

お
り
て
、
十
二
お
り
に
調
進
の
事
也
。
九
十
九
三
、
よ
の
つ
ね
の

事
な
り
。
但
し
、 　
　

 

、
二
行
一
句
に
も
し
た
ゝ
め
侍
る
也
。
さ0

し
て

0

0

、
か
ど
た
つ
ふ
し
も
あ
ら
ぬ
は

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
好
む
と
こ
ろ
に
し
た
が
ひ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

成
り
侍
る
な
り

0

0

0

0

0

0

。

と
し
て
、
飛
鳥
井
流
の
懐
紙
の
二
行
一
句
の
書
き
方
が
記
さ
れ
る
部
分

で
は
、
差
し
障
り
が
な
け
れ
ば
好
き
な
ま
ま
に
書
き
認
め
て
も
よ
い
よ

う
に
説
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
内
容
を
見
る
に
、
実
際
の
歌
会
に

お
け
る
作
法
の
有
り
様
と
し
て
は
、
宗
匠
家
で
な
い
限
り
、
各
人
の
趣

向
に
比
較
的
寛
容
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
尊
光
法
親
王
の
雅
章
に
対
す

る
所
望
は
、
歌
会
作
法
に
関
し
て
飛
鳥
井
流
の
も
の
も
併
せ
て
相
伝
さ

れ
る
こ
と
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
こ
に
は
実
践
的
な
作
法
の
習
得
と
い
う

当
家

意
図
と
は
別
に
、
歌
道
家
に
伝
わ
る
も
の
を
知
識
と
し
て
取
得
し
て
お

き
た
い
と
い
う
考
え
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
今
一
つ
触
れ
て
お
き
た
い
。

一
、
惣
じ
て
、
む
か
し
は
短
冊
の
法
侍
ら
ず
。
白
川
院

0

0

0

、
風
流
を

も
て
な
さ
せ
お
は
し
て
な
ん
、
小
短
冊
と
て
色
紙
形
に
あ
し
で
が

き
な
ど
を
も
の
し
た
ま
ふ
て
、
あ
だ
う
た
の
御
製
に
は
、
か
な
ら

ず
も
て
な
さ
せ
給
ひ
し
な
り
。
更
に
い
ま
の
短
冊
の
ご
と
き
に
お

は
さ
ゞ
り
け
り
。
近
代
こ
と
に
風
流
を
き
は
め
た
り
。

	

短
冊
の
作
法
に
つ
い
て
、
昔
は
特
に
決
ま
り
の
な
か
っ
た
例
と
し
て
、

白
河
天
皇
（
一
〇
五
三－

一
一
二
九
）
が
小
短
冊
に
葦
手
書
き
で
歌
を

物
し
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。『
後
拾
遺
和
歌
集
』
や
『
金
葉
和
歌
集
』

を
勅
撰
し
た
白
河
天
皇
の
名
を
挙
げ
る
の
も
、
雅
章
が
、
尊
光
法
親
王

と
い
う
後
水
尾
院
の
皇
子
に
対
し
て
作
法
を
説
く
こ
と
を
意
識
し
て
の

こ
と
で
あ
ろ
う
。
尊
光
法
親
王
に
天
皇
家
に
お
け
る
和
歌
の
歴
史
を
意

識
さ
せ
る
と
と
も
に
、「
近
代
こ
と
に
風
流
を
き
は
め
た
り
」
と
書
き
記

す
こ
と
で
、
近
代
の
歌
会
が
短
冊
な
ど
の
処
方
も
含
め
て
様
々
に
趣
向

を
凝
ら
し
発
展
し
た
様
子
を
語
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
そ
の

こ
と
は
取
り
も
直
さ
ず
宮
廷
に
お
け
る
歌
会
が
天
皇
家
一
族
に
と
っ
て

伝
統
の
継
承
と
繁
栄
と
を
示
す
重
要
な
儀
礼
で
も
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
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し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

四
、
歌
道
伝
受
に
伴
う
雅
章
と
天
皇
家
と
の
繋
が
り

後
水
尾
院
の
も
と
、
歌
道
家
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
て
い
た
雅
章

に
、
后
で
あ
る
東
福
門
院
や
皇
子
尊
光
法
親
王
も
ま
た
、
歌
道
に
関
す

る
知
識
の
一
環
と
し
て
作
法
書
の
相
伝
を
求
め
た
。
そ
の
一
つ
に
は
、

雅
章
の
父
雅
庸
が
後
水
尾
院
の
蹴
鞠
道
師
範
で
も
あ
っ
た
た
め
、
後
水

尾
院
と
飛
鳥
井
家
と
の
繋
が
り
が
既
に
構
築
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
ろ

う
が
、
雅
章
が
雅
庸
に
劣
ら
ず
歌
・
蹴
鞠
両
道
に
堪
能
で
あ
っ
た
こ
と
、

加
え
て
、
天
皇
家
と
徳
川
幕
府
と
の
架
け
橋
の
一
つ
と
し
て
武
家
伝
奏

に
任
ぜ
ら
れ
る
な
ど
、
堂
上
に
お
い
て
一
際
重
要
な
存
在
に
あ
っ
た
こ

と
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
先
述
し
た
東
福
門
院
の
菊
宮
出
産
の
祝

賀
に
伴
う
蹴
鞠
会
や
和
歌
御
会
に
お
い
て
雅
章
が
果
た
し
た
役
割
か
ら

も
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
雅
章
が
徳
川
家
光
の
懇
望
に
応
じ
て
『
飛

鳥
井
家
秘
伝
集
』
の
書
写
を
許
可
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
も
想
像
さ

れ
る
こ
と
で
あ
る
。

思
え
ば
、
東
福
門
院
は
徳
川
秀
忠
の
女
で
あ
り
、
尊
光
法
親
王
も
ま

た
家
光
の
猶
子
と
し
て
徳
川
家
ゆ
か
り
の
人
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う

な
両
者
が
相
並
ん
で
堂
上
の
歌
会
に
お
け
る
作
法
を
雅
章
に
相
伝
さ
れ

る
こ
と
を
望
ん
だ
の
も
興
味
深
い
。

ま
た
、『
史
料
稿
本
』寛
永
十
七
年（
一
六
四
〇
）三
月
二
十
日
条
に
は
、

三
月
廿
日
、
此
時
分
よ
り
、
日
光
下
向
之
衆
、
東
山
道
御
下
、
但
、

東
照
権
現
様
二
十
五
年
忌
に
付
て
也
。
…

一
、
阿
弥
陀
経　

知
恩
院
門
跡
被
遊
候　

勅
使
飛
鳥
井
中
将
殿�

	
�

（
大
内
日
記
）

と
い
う
内
容
が
あ
り
、
徳
川
家
康
（
東
照
権
現
様
）
の
二
十
五
回
忌
の

た
め
日
光
へ
下
っ
た
際
、
当
時
知
恩
院
門
跡
で
あ
っ
た
後
陽
成
天
皇
の

皇
子
良
純
入
道
親
王
（
俗
名
、
八
宮
。
徳
川
家
康
の
猶
子
）
の
認
め
た

阿
弥
陀
経
を
雅
章
が
勅
使
と
し
て
奉
じ
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

些
末
な
事
柄
で
は
あ
る
が
、
尊
光
法
親
王
以
前
か
ら
知
恩
院
門
跡
と
雅

章
と
の
関
わ
り
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
う
え
で
注
目
し
て
お
き
た
い
。

東
福
門
院
の
所
望
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
『
飛
鳥
井
雅
親
卿
口
伝
』

は
、
女
院
の
た
め
に
女
房
衆
に
必
要
な
短
冊
・
懐
紙
の
法
を
押
さ
え
、

作
法
の
基
礎
を
簡
素
に
伝
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
東
福
門
院
が

女
性
で
あ
る
こ
と
に
配
慮
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
こ
と
は
既
に
述
べ
た
通

り
で
あ
る
。
尊
光
法
親
王
の
場
合
も
ま
た
、
天
皇
と
そ
の
親
族
や
公
家

衆
の
間
で
催
さ
れ
る
歌
会
の
場
を
想
定
し
て
の
作
法
の
相
伝
で
あ
り
、

そ
こ
に
は
、
尊
光
法
親
王
の
求
め
に
応
じ
て
家
の
作
法
を
伝
え
つ
つ
も
、

天
皇
家
の
一
族
と
し
て
の
伝
統
を
尊
光
法
親
王
に
意
識
さ
せ
る
よ
う
な
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内
容
を
も
盛
り
込
む
雅
章
の
配
慮
が
垣
間
見
え
る
。

更
に
憶
測
を
逞
し
く
す
る
と
、
東
福
門
院
に
し
て
も
尊
光
法
親
王
に

し
て
も
、
後
水
尾
院
よ
り
古
今
伝
受
を
受
け
た
雅
章
か
ら
作
法
を
相
伝

さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
意
味
を
見
出
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

尊
光
法
親
王
が
作
法
書
を
求
め
た
寛
文
三
年
以
前
の
十
年
余
り
は
、

雅
章
が
後
水
尾
院
と
の
関
係
を
よ
り
深
く
し
た
時
期
で
も
あ
る
。
承
応

二
年
（
一
六
五
三
）
九
月
に
、
雅
章
は
後
水
尾
院
の
勅
命
に
よ
り
『
数

量
和
歌
集
』
を
編
ん
で
い
る
。
ま
た
、
明
暦
二
年
（
一
六
五
六
）
八
月

か
ら
九
月
に
か
け
て
後
水
尾
院
の
『
伊
勢
物
語
』
の
講
釈
を
道
晃
法
親

王
ら
と
聴
講
し
、
翌
三
年
二
月
に
は
道
晃
法
親
王
・
堯
然
法
親
王
・
岩

倉
具
起
と
共
に
古
今
伝
受
を
授
か
り
、
万
治
元
年
（
一
六
五
八
）
五
月

か
ら
六
月
に
か
け
て
『
詠
歌
大
概
』
の
講
釈
を
後
水
尾
院
よ
り
受
け
て

い
る
。
更
に
そ
の
翌
年
の
万
治
二
年
五
月
一
日
か
ら
寛
文
二
年
四
月
七

日
ま
で
、
後
水
尾
院
の
指
導
に
よ
る
和
歌
稽
古
会
（
い
わ
ゆ
る
「
万
治

御
点
」）
に
雅
章
も
出
席
し
た
ほ
か
、
寛
文
元
年
（
一
六
六
一
）
五
月
に

は
後
水
尾
院
の
『
百
人
一
首
』
の
講
釈
を
後
西
院
ら
と
共
に
聴
講
し
、

同
三
年
四
月
に
は
『
源
氏
物
語
』
に
用
い
ら
れ
る
語
句
に
つ
い
て
後
水

尾
院
の
注
釈
を
烏
丸
資
慶
と
受
け
て
い
る
。

雅
章
に
作
法
書
を
調
進
さ
せ
た
寛
文
三
年
当
時
、
尊
光
法
親
王
が
未

だ
十
九
歳
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
れ
以
前
の
時
期
に
相
伝
す
る
に
は

適
齢
で
な
か
っ
た
こ
と
も
無
論
あ
ろ
う
が
、
雅
章
が
後
水
尾
院
か
ら
の

歌
道
伝
受
を
一
通
り
終
え
た
後
に
尊
光
法
親
王
へ
作
法
書
を
相
伝
し
て

い
る
こ
と
は
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

東
福
門
院
の
作
法
書
の
所
望
は
い
つ
頃
で
あ
る
の
か
、
具
体
的
に
は

不
明
だ
が
、
本
稿
で
は
、
寛
文
三
年
の
数
年
前
と
す
る
見
方
を
示
し
た
。

東
福
門
院
へ
の
作
法
書
の
相
伝
も
、
雅
章
が
古
今
伝
受
を
受
け
た
後
、

尊
光
法
親
王
へ
の
作
法
書
相
伝
に
程
遠
か
ら
ぬ
時
期
で
あ
っ
た
と
す
る

な
ら
ば
、
明
暦
か
ら
寛
文
年
間
に
か
け
て
、
後
水
尾
院
に
よ
る
歌
道
伝

受
を
き
っ
か
け
に
、
雅
章
と
後
水
尾
院
を
始
め
と
す
る
天
皇
家
の
人
々

と
の
歌
道
を
通
し
た
繋
が
り
が
格
段
に
強
ま
っ
た
時
期
で
あ
っ
た
と
い

え
る
だ
ろ
う
。

い
ま
だ
確
定
し
な
い
問
題
も
残
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
雅
章
の
書

き
残
し
た
作
法
書
二
種
か
ら
は
、
後
水
尾
院
と
そ
の
周
辺
歌
人
達
だ
け

で
な
く
、
更
に
そ
の
周
囲
に
い
る
天
皇
家
の
人
々
の
和
歌
活
動
の
一
端

を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
実
際
に
、
東
福
門
院
は
女
院
御
所
に
お
い
て

歌
会
を
度
々
催
し
、
そ
の
記
録
も
残
さ
れ
る
な
ど
、
断
片
的
で
は
あ
る

が
、
そ
う
し
た
活
動
の
形
跡
を
今
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
方
、

尊
光
法
親
王
に
お
い
て
は
、
そ
の
和
歌
が
兄
弟
達
と
共
に
神
宮
文
庫
蔵

『
柳
葉
和
歌
集
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
先
に
触
れ
た
如
く
で
あ

り
、
僅
か
な
が
ら
も
そ
の
痕
跡
を
探
る
こ
と
が
で
き
る
。
延
宝
八
年
（
一

六
八
〇
）
に
三
十
六
歳
の
若
さ
で
入
寂
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
現
存
す

る
和
歌
も
少
な
く
、
こ
れ
ま
で
後
水
尾
院
の
皇
子
と
し
て
も
殆
ど
注
目
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さ
れ
ず
に
き
た
感
が
あ
る
が
、
雅
章
が
残
し
た
作
法
書
か
ら
は
、
後
水

尾
院
の
周
辺
で
、
歌
道
に
触
れ
、
和
歌
に
親
し
ん
だ
天
皇
家
の
一
員
と

し
て
の
姿
が
映
し
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
個
々
の
中

で
収
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
後
水
尾
院
の
歌
壇
活
動
と
密
接
に
関
わ
り

合
う
の
は
勿
論
の
こ
と
、
時
と
し
て
徳
川
家
と
も
微
か
な
関
わ
り
を
持

ち
な
が
ら
拡
が
り
を
見
せ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
後
水
尾
院
の
時
代
に

お
け
る
文
化
的
興
隆
を
考
え
る
と
き
、
そ
の
背
景
に
こ
う
し
た
人
々
の

営
み
の
あ
っ
た
こ
と
も
見
過
ご
し
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

注

注
1	

熊
倉
功
夫
『
後
水
尾
院
』（
朝
日
評
伝
選
、
一
九
八
二
年
。
の
ち
、『
後
水

尾
天
皇
』（
同
時
代
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
170
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
））、
鈴

木
健
一
『
近
世
堂
上
歌
壇
の
研
究
』（
汲
古
書
院
、
一
九
九
六
）
な
ど
参
照
。

注
2	

以
下
、
引
用
の
際
、
私
に
句
読
点
・
濁
点
等
を
付
し
た
。

注
3	

早
稲
田
大
学
蔵
本
は
外
題
に
「
飛
鳥
井
家
懐
紙
書
法
」
と
あ
る
。
両
書
共

に
内
題
に
「
懐
紙
之
法
」
と
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
内
閣
文
庫
本
の
外
題
を

以
て
称
す
。
な
お
、
引
用
も
内
閣
文
庫
本
に
よ
り
、
私
に
句
読
点
・
濁
点

等
を
付
し
た
。

注
4	

東
福
門
院
に
つ
い
て
は
、
久
保
貴
子
『
徳
川
和
子
』（
吉
川
弘
文
館
、
二

〇
〇
八
年
）
な
ど
参
照
。

注
5	

一
首
懐
紙
を
三
行
五
字
書
き
と
す
る
飛
鳥
井
家
の
作
法
に
つ
い
て
は
、
武

井
和
人
「
一
首
懐
紙
書
式
雑
纂
」（『
埼
玉
大
学
紀
要  

人
文
科
学
篇
』
三

三
号
、
一
九
八
四
年
。
の
ち
、『
中
世
和
歌
の
文
献
学
的
研
究
』（
笠
間
書

院
、
一
九
八
九
年
））、
酒
井
茂
幸
「
飛
鳥
井
家
の
一
首
懐
紙
三
行
五
字
説

再
考
」（『
研
究
と
資
料
』
六
五
号
、
二
〇
一
一
年
）
な
ど
参
照
。

注
6	

但
し
、
伝
本
に
よ
っ
て
は
、
後
西
院
撰
と
す
る
奥
書
を
持
つ
も
の
も
あ
る
。

注
7	

引
用
は
、
名
古
屋
大
学
附
属
図
書
館
Ｈ
Ｐ
電
子
化
資
料
に
よ
る
。「
交
野

内
匠
頭
」
は
交
野
時
久
。

注
8	

引
用
本
文
中
の
「
梅
小
路
」
に
つ
い
て
、
梅
小
路
家
の
人
物
で
考
え
る
な

ら
ば
、
後
水
尾
院
近
臣
の
梅
小
路
定
矩
（
一
六
一
九－

一
六
九
五
）
が
挙

げ
ら
れ
る
が
、
不
明
。
或
い
は
東
福
門
院
付
き
の
女
房
か
。

注
9	

花
房
美
紀
「
東
福
門
院
の
和
歌
の
趣
向
に
つ
い
て
―
手
鑑
類
、
屏
風
絵

な
ど
下
賜
品
を
手
が
か
り
に
―
」（『
鹿
島
美
術
財
団
年
報
』
二
四
号
、

二
〇
〇
六
年
）
で
は
、
東
福
門
院
の
下
賜
品
か
ら
も
和
歌
の
高
い
教
養
が

う
か
が
え
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
ひ
だ
か　

あ
い
こ
・
佐
賀
大
学
文
化
教
育
学
部
講
師
）


